
蟹の4 鬼籍  

7．紛好   

恩給は、共演制度に移行する前に公務且を退職された人を対象とする年金制度です。   

恩給の受給対象となる人lま、郵政、印刷、林野など三公社五現業の職員と非現業の宇用人で、昭和33年12月以前  

に退職した人、非現業のその他の職員で、昭和34年9月以前に退職した人、地方公務員で、昭和37年11月以前に  
退職した人のうち、次に該当する人が支給されます。  

（1）文官（戦前の判任官以上戦後の事務官、技官など）（4）待遇職員（神宮司庁の職長、間・国幣社の神職など）  
（2）教育職員（公立の学校、幼稚園、図書館の職員）  （5）旧軍人（陸海軍の現役、予備校などの兵役にあった  

（3）警察監獄職員（菅寮、消防、刑務関係職員）  兵から大将までのすペての軍人）   

また、準公務員、旧軍屠、準用公頼長、沖縄が復帰するまでの琉球政府職長も恩給が適用されていました。  

恩給には、以下の種類があります。  

恩 給 の 種 類  恩   給  の  内  容   

①普通恩給  公    且が一定の年  数以上、在挿して退職した場合に支給される年金恩給   
②増加恩給・傷病年金・   ′  

特例傷病恩給・傷病媚金   精   

③扶助料・傷清者遺族特別年金   ヽ  遺    に支給される  年金恩給   

④一時恩給・一時扶肋料  昔◆    恩給の兼格年  限前に退職した公務員やその遺族に支給される一時金   
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2．茶棚フいr  

（1）恩給受給開始の未申告による保護費の不正受給  

（2）恩給受給額の過少申告による保護費の不正受給  

（3）恩給額が改定されたことの未申告による不正受給  

（4）恩給年金担保買付の返済終了に伴う受給開始の未申告による保護費の不正受給   

恩給受給の有無については、本来、阜琴邸瑚中  

等するのが義務であり、未申告による不正受給は、第一義的には本人または家族等の責任で冬季上しかし、不正受給を  

未然に防止できなかった原因のひとつには福祉事務所において、次の点を確認しなかったことも原因としてあげられる。  

〔開始時〕  

（1）職歴の確認不足  

（2）公務員在職期間の確認不足  

（3）恩給受給の有無の確認不足  

（4）恩給担保貸付の確認不足  

〔継続ケース〕  

（1）恩給の支給年月日及び恩給費給頼の申告（確認）漏れ  

（2）受給者あてに通知される恩給金額改定通知書の確認漏れ  

（3）恩給担保貸付の返済完了年月日の確認漏れ  
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確認方法   照   先   備  考   

課税対象となる恩給は∵普通恩鰯（増加恩給に併給されて  
課税調査での   

市町村役場の税務担当部局  
いる普通恩給を除く）、一時恩給である。   

確認  ただし、年金恩給額が108万円（65歳以上の場合は、  
158万円）未満の場合は、課税されないことに官意する。   

公的年金機関  

への照会   
総務省人事・恩給局  

（1）本人または家族層に恩給受給に係る申告義務があることを事前に十分周知しておくこと。  

（2）生活保護開始時に被保護者より、公務員在職期間等を十分確印すること。   

（当初面接時だけでなく、訪問時など気がついたときに確認すること。）  

（3）恩給担保茸付について、貸付を受けている者については、完済焉丁年月日の確認を行うこと。  
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蟹の5 骨幹補償給付  

7．紺の好   

労災保険とは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・傷害または死亡に対して労働者やその遺族のた  
めに、必要な保険給付を行う制度です。  

☆業務災害について☆   

労働者の業務が原因となった災害により、負傷、疾病、障害またlま死亡した場合を業務災育といいます。   
この場合、業務と疾病等との間に一定の因果関係がなくてはいけません。   
業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険を適用している事業所（法人・個人を問わず一般に労働者が使用さ  

れている事業所は適用事業所となります。）に雇われて働いていることが原因となって発生した災害に対して行われる  
ものでありますから、労働者が労働由係のもとにあった場合に起きた災書でなければなりません。  

☆通勤災害について☆   

労働者が通勤により被った災害により、負傷、疾病、陣書または死亡した場合を通勤災書といいます。   

この場合の通勤とは」  

（1）住居と就業の場所との間の往復  

（2）就業の場所から他の就業の場所への移動  

（3）住居と就業の場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動   

※移動の経路を逸脱または移動を中断した場合に臥逸脱または中断の聞及びモの籠の移動は「通勤」とはなりま  
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せん。  

＜各種労災保険給付（年金のみ）＞  

労災保険給付の種  

頬（年金に限る）   
労災保険給付の事件   保険給付の内容   特別支給金の内容   

（障青特別支給金）  

障害の程度に応じ、  
業務災青または通勤災害による傷病 が 

障専（補償）年金   治った後に障書等級雇1扱から第7 に 

級まで該当する障専が残ったとき  
年金  障書の程度に応じ、井定基礎日額  

の313日分から．131日分の年金   

（遺族特別支給金）  

遺族の等級に応じ、  

遺族（補償）年金   
業務災害または通勤災害により死亡   給付基礎日額の245  

したとき   日分から153日分の  

年金   遺族の等級に応じ、井定基礎日額  

の245日分から153日分の年金   

業務災青または通勤災書による傷病  

が寿養開始後1年6ケ月を経過した日   
（傷清特別支給金）  

または同日後において次の各号のい  
障書の程度に応じ、114万円から  

傷病（樽償）年金     ずれにも該当することとなったとき  
給付基礎日額の313  

（1）傷痛が治っていないこと  
日分から245日分の  

（2）傷病による障専の程度が傷病等級  
年金  障書の程度に応じ、井定基礎日額  

に該当すること   
の313日分から245日分の年金   

※ 受給要件フロー（P43参照）  
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☆給付の事件☆   

業務上または通勤による負傷や疾病が治ったとき、身体に一定の障害が残った場合にlま、障害補償給付（業務災専の   

場合）または障害給付（通勤災害の場合。以下併せて障害（補償）給付という。）が支給されます。   

※ 「治ったとき」とは、傷病の状況が安定し、医学上一般的に認められた医療を行ってもその医療効果が期待でき  

なくなったときをいい、これを「治ゆ」（病状固定）といいます。  

したがって、「治ゆ」とは、必ずしももとの身体状態に回復した場合だけをいうものでlまありません。  

☆給付の内容☆   

残存障育が、障書等級表に掲げる第1扱から第7柵の等級に該当するとき、それぞれ下記のとおり支給されます。  

障専等級   障害（補償）給付  障書特別支給金  障書特別年金   

第1級   年金  算定基礎日額の 313日分   一時金  342万円  年金  算定基礎日頬の 313日分   

第2級   〝   〝  277日分   〝   320万円   〝   〝  277日分   

第3級   〝   〝  245日分   〝   300万円   〝   〝  245日分   

第4級   〝   〝  213日分   〝   264万円   〝   〝  213日分   

第5級   〝   〝  184日分   〝   225万円   〝   〝  184日分   

第6級  〝   〝  156日分   〝   192万円   〝   〝  156日分   

〝  131日分  第7級  〝  131日分  

※ 障書等級表（P44～45 参照）  
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☆給付の要件☆   

労働者が、業務上または連動により死亡したとき、その遺族に対して、遺族補償給付（業務災書の場合）または遺族   

給付（通勤災害の場合。以下合わせて「遺族（補償）給付」という。）が支給されます。  

☆受給資格者☆   

遺族（補償）年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた配偶者・子・   

父母・孫・祖父母・兄弟姉妹ですが、妻以外の遺族についてlま、労働者の死亡の当時に一定の高齢または年少であるか、   

あるいは一定の障専の状態にあることが必要です。   

なお、「労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた」とは、もっぱら又は主として労働者の収入   

によって生計を維持されていることを要せず、労働者の収入によって生計の一部を維持していれば足り、いわゆる共様   

ぎの場合もこれに含まれます。   

受給権層となる順位lま次のとおりです。   

① 妻または60以上か一定障害の夫  ⑥18貞削こ達する日以後の最初の3月31日までの間   

②18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間  にあるか60歳以上又は一定陣書の兄弟姉妹  

にあるか一定障書の子  ⑦ 55歳以上60歳末溝の夫   

③ 60歳以上か一定障害の父母  ⑧ 55歳以上60歳未満の父母   

④18歳に達する日以後の最初の3月31日までの同 ⑨ 55歳以上60歳末溝の祖父母  
にあるか一定障書の孫  ⑬ 55歳以上60歳末溝の兄弟姉妹   

⑥ 60歳以上か一定障書の祖父母   

※ 一定の陣書とlま、障書等級眉5級以上の身体陣書を青います。   

※ 配偶者の場合、婚姻申届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方も含まれます。又、労働  

者の死亡の当時、胎児であった子は、生まれたときから受給箕格者となります。  
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※ 最先順位暑が志望や再婚などで受給権を失うと、その次の順位の方が受給権者となります（これを「転給」とい   

います）。  

※ ⑦～⑬の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金   

の支給は停止されます（これを「若年停止」といいます）。  

☆給付の内容☆   

遺族の等級に応じて、遺族（補償）年金、遺族特別支給金及び遺族特別年金が支給されます。  

なお、受給権暑が2人以上あるときは、その頼を等分した頼がそれぞれの受給権暑が受ける頼となります。  

遺族数   遺族（補償）年金   遺族特別支給金（一時金）   遺族特別年金   

給付基礎日額の153日分（た   算定基礎日額の153日分（た  

だし、その遺族が55歳以上の  だし、その遺族が55歳以上  

1人  妻又は一定の障害状態にある  の幸又は一定の障書状態にあ  

妻の場合lま給付基礎日額の  る事の場合は井定基礎日頼の  

175日分）  300万円  175日分）   

2人   給付基礎日額の201日分  給付基礎日額の201日分   

3人   〝  223日分  〝  223日分   

4人以上   〝  245日分  〝  245日分   
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☆給付の事件☆   

業務上または通勤による負傷や疾病の擾養開始後1年6か月を経過した日又はその日以後、次の事件に該当するとき、   

傷病補償年金（業務災害の場合）又は傷病年金（通勤災専の場合。以下合わせて「傷病（捕償）年金」という。）が支給   

されます。   

（1）その負傷又lま疾病が治っていないこと。   

（2）その負傷又は疾覇引こよる障書の程度が傷病等級表の傷病等掛こ該当すること。  

☆給付の内容☆   

傷病等級に応じて、傷病（補償）年金、傷病特別支給金及び傷病特別年金が支給されます。  

傷病等級   傷清（補■償）年金   傷病特別支給金（一時金）   傷病特別年金   

第1級   給付基礎日額の313日分   114万円   給付基礎日頼の313日分   

第2級   〝  277日分   107万円   〝  277日分   

第3級   〝  245日分   100万円   〝  245日分   

※ 傷病等級表（P46 参照）  
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2．嘲フいr  

（1）年会費給の未申告による保喪章の不正受給  

（2）年金受給額の過少申告による保護費の不正受給  

（3）年金額が改定されたことの未申告による不正受給  

る。  

〔開始時〕  

（1） 

（2）年金受給の有無の確認不足  

〔継続ケース〕  

（1）年金の支給年月日及び年金額の申告（確認）漏れ  

（2）被保護者の障害、傷病状況の確認漏れ  

（3）受給者あてに通知される変更決定通知書の確認漏れ  
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確認方法   照   先   備  考   

（勤評税調圭で   
労働者災層補償保険法に基づく給  

の確認   
課税調圭での確認は不可能  付は、課税されないため、課税調査  

での確認は不可能である。   

②公的年金機  
関への照会   

各都道府県内の労働基準監督署  

（1）本人または家族等に年金受給に係る申告義務があることを事前に十分周知しておくこと。  

（2）生活保護開始時に被保護者より、職歴及び傷病歴等を十分確認すること。   

（当初面接時だけでなく、訪問時など気がついたときに確認すること。）  

（3）被保護者（家族）の傷病等を嘱託医または主治医に確認するとともに、疑いのある場合lま労働基準監督署等へ確   
認すること。  
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業務災書・通勤災書による≠病等  

療♯（補償）給付  休業（補償）給付  

療養の費用  療養の給付   傷病の療養のた  

め労働すること  

ができず、賃金を  

受けられないと  

き  

労災病院や労  

災指定医療機  

関等以外で療  

養を受けると  

き  

労災病院や労  

災指定医療機  

関等で療養を  

受けるとき  

≠病（補償）年金  

療養開始後1年  

6ケ月たっても  

傷病が治らない  

で障害の程度が  

傷病等級に該当  

するとき   遺族（補償）給付  葬祭料   

年金   一時金  労働◆者が  

労働者  労働者が   
死亡した  

が死亡  死亡し、遺   とき  

したと  族（補償）牢   

き   金を受け  

得る遺族  

がまった  

くいない  

とき等   

陣青（補償）給付  

一時金  

傷病が治って  

障害等級第8  

扱から14級  

までに該当す  

る身体障害が  

残ったとき  

傷病が治って  

障害等級第1  

扱から7級ま  

でに該当する  

身体障害が残  

ったとき  



障害等級  給付の内容   身体障害   

第3級   同245日分  5 両手の手指の全部を失ったもの   

第4級   同213日分  1両眼の視力が0．06以下になったもの  
2そしやく及び言語の機能に著しい障害を残  

すもの  

3 両耳の聴力を全く失ったもの  

41上肢をひじ関節以上で失ったもの  

51下肢をひざ関節以上で失ったもの  

6両手の手指の全部の用を廃したもの  

7 両足をリスプラン関節以上で失ったもの   

第5級   同184日分  11眠が失明し、他眼の視力が0．1以下に  
なったもの  

1の2神経系続の機能又は精神に著しい障  

害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服  

することができないもの  

1の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、  

特に軽易な労務以外の労務に服すること  

ができないもの  

21上肢を手関節以上で失ったもの  

31下肢を足関節以上で失ったもの  

41上肢の用を全廃したもの  

51下肢の用を全廃したもの  

6 両足の足指の全部を失ったもの   

第6級   同156日分  1両眼の視力が0．1以下になったもの  
2そしやく又は言語の機能に著しい障害を残す  

もの  

3両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解す  

ることができない程度になったもの  

障害等級  給付の内容   身体障害   

第1級   当該障害の  1両眼が失明したもの  
存する期間1  2 そしやく及び言語の機能を廃したもの  

年につき給付  3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を  

基礎日額の3  残し、常に介護を要するもの  

13日分   4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、  

常に介護を要するもの  

5 削除  

6 面上肢をひじ関節以上で失ったもの  

7 両上肢の用を全廃したもの  

8 両下肢をひざ関節以上で失ったもの  

9 両下肢の用を全廃したもの   

第2級   同277日分  11眠が失明し、他眼の視力が0．02以下に  
なったもの  

2 両眼の視力が0．02以下になったもの  

2の2 神経系統の機能又は精神に著しい障  

害を残し、随時介護を要するもの  

2の3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残  

し、随時介護を要するもの  

3 両上肢を手関節以上で失ったもの  

4 両下肢を足関節以上で失ったもの   

第3級   同245日分  11眼が失明し、他眼の視力が0．06以下に  
なったもの  

2 そしやく又は言語の機能を廃したもの  

3 神経系続の機能又は精神に著しい障害を  

残し、終身労務に服することができないもの  

4胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終  

身労務に服することができないもの   
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障害等級  給付の内容   身体障害   

第7級   同131日分   4の手指を失ったもの  

71手の5の手指又は母指を含み4の手指の  
用を廃したもの  

81足をリスプラン関節以上で失ったもの  

91上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残  

すもの  

101下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を  

残すもの  

11両足の足指の全部の用を廃したもの  

12 女性の外貌に著しい醜状を残すもの  

13 両側のこう丸を失ったもの  

障害等級  給付の内容   身体障害  

3の21耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が4  

0センチメートル以上の距離では普通の話   

第6級   同156日分   声を解することができない程度になったも  

の  

4せき柱に著しい変形又は運動障害を残すも  

の  

51上肢の3大関節中の2関節の用を廃したも  
の  

61下肢の3大関節中の2関節の用を廃したも  
の  

71手の5の手指又は母指を含み4の手指を  
失ったもの   

第7級   同131日分  11眼が失明し、他眼の視力が0．6以下にな  

ったもの  

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離  

では普通の話声を解することができない程度  

になったもの  

2の21耳の聴力を全く失い、 

メートル以上の距離では普通の話声を解す  

ることができない程度になったもの  

3 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽  

易な労務以外の労務に服することができない  

もの   

4 削除  

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労   

務以外の労務に服することができないもの  

61手の母指を含み3の手指又は母指以外の  
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傷病等級  給付の内容   障害の状態   

第1級   当該障害の  1神経系続の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの  

状態が継続  2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの  

している期  3 両眼が失明しているもの  

間一年につ  4 そしやく及び言語の機能を廃しているもの  

き給付基礎  5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの  

日毎の313  6 両上肢の用を全廃しているもの  

日分   7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの  

8 両下肢の用を全廃しているもの  

9 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの   

第2級   同277日分  1神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの  

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの  

3 両眼の視力が0．02以下になっているもの  

4 両上肢を腕関節以上で失ったもの  

5 両下肢を足関節以上で失ったもの  

6 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの   

第3級   同245日分  1神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの  

2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの  

3 一眼が失明し、他眼の視力が0．06以下になっているもの  

4 そしやく又は言語の機能を廃しているもの  

5 両手の手指の全部を失ったもの  

6 第1号及び第2号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障  

害の状態にあるもの   
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